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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　与えられた軸線（１４）回りに互いについて連結された第１部材（１２）と第２部材（
１０）との間の相対回転を制御するための制御装置であって、
　双安定の形状記憶合金から作られ、前記軸線（１４）を中心とするとともに前記軸線に
沿って離間した点で前記第１部材（１２）と前記第２部材（１０）とを連結するトーショ
ンバー（１６）と、
　前記合金の冶金構造における変化の結果、前記相対回転の作動を生み出すバー加熱手段
（２４）とを備える装置において、
　前記トーションバー（１６）は、前記第１部材（１２）と前記第２部材（１０）との間
で制御される相対回転の予め設定された角度よりも大きい、前記バー上の前記点の間の相
対回転の角度を作り出すことができ、
　ストッパ（２２）が前記予め設定された角度に前記第１部材（１２）と前記第２部材（
１０）との間の相対回転の角度を制限するのに設けられ、かつ
　前記予め設定された角度を越えて前記バー上の前記点の間の超過相対回転を吸収するた
め、少なくとも１つの機械的ヒューズ（１８）が前記トーションバー（１６）と前記第１
部材（１２）との間に設けられていることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　前記機械的ヒューズは、前記トーションバー（１６）よりも小さい横断面のロッド（１
８）であり、前記軸線に沿って前記トーションバーに延在するとともに、前記トーション
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バーの両端は回転自在にバーの一端と前記第１部材（１２）にそれぞれ連結されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の制御装置。
【請求項３】
　弾性手段（４０）が前記ロッド（１８）と前記第１部材（１２）との間に収容され、こ
れにより前記第１部材を前記軸線に沿って前記トーションバー（１６）の方向に作用させ
るようにしていることを特徴とする請求項２に記載の制御装置。
【請求項４】
　前記加熱手段（２４）は、前記トーションバー（１６）の長さ全体にわたって配置され
、自身の上に積み重ねられるとともに周リング（２８）によってそれぞれ固定される複数
のヒータ（２６）を備えていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載
の制御装置。
【請求項５】
　逆転防止ロック機構（８０，８２，８４，８６）が、前記第１部材（１２）と前記第２
部材（１０）との間の前記相対回転後に、逆転を防止するのに設けられていることを特徴
とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の制御装置。
【請求項６】
　少なくとも１つの関節（５４，５５）によって互いに連結されるとともに最初に積層形
態をとる少なくとも第１要素（５０）及び第２要素（５１）と、
　少なくとも前記第１要素と前記第２要素との間の相対回転を制御するための、少なくと
も１つの請求項１ないし５のいずれか１項に記載の制御装置（６９ａ，６９ｂ）とを備え
ており、
　前記制御装置が、前記関節内に設けられ、前記積層形態を少なくとも部分的に展張形態
に移行させることができることを特徴とする展張可能な機械構造体。
【請求項７】
　少なくとも第３要素（５２，５３）を備えており、少なくとも前記第１要素、前記第２
要素、及び前記第３要素が少なくとも１つの関節（５４～５８）によって互いに連結され
た構造体において、
　前記制御装置（６９ａ，６９ｂ）が少なくとも１つの前記関節のうち１つの関節（５５
）に設けられるとともに、連動手段（６５～６８）が前記関節を互いに連結することによ
り、前記制御装置の作動が前記展張可能な機械構造のすべての要素を展張形態に移動させ
ることを特徴とする請求項６に記載の展張可能な機械構造体。
【請求項８】
　少なくとも１つの前記制御装置は、第１制御装置（６９ａ）及び第２制御装置（６９ｂ
）から成り、
　少なくとも１つの前記関節は、前記要素のうち一番外側の要素（５０）を前記一番外側
の要素に隣接する他の要素（５１）に接続する第１関節（５４）と、第２関節（５５）と
、を備えており、
　前記第１制御装置（６９ａ）は、前記一番外側の要素の部分展張を制御するために前記
第１関節に設けられており、
　前記第２制御装置（６９ｂ）は、前記連動手段によって前記展張可能な機械構造体を展
張形態に移行させるために前記第２関節に設けられていることを特徴とする請求項７に記
載の展張可能な機械構造体。
【請求項９】
　前記一番外側の部材の部分展張が前記第１制御装置（６９ａ）によって制御されたとき
に係合可能とされたプレイテイクアップ手段（７０）を介して、前記第２制御装置（６９
ｂ）が前記一番外側の部材（５０）に連結されていることを特徴とする請求項８に記載の
展張可能な機械構造体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は主に、与えられた軸線の周りで、互いに対して連結された２つの部材間の相対回
転を制御するために構成された装置に関するものである。
【０００２】
本発明はまた、宇宙船に取り付けられた太陽電池、ラジエータ、あるいはアンテナなどの
展張可能な機械構造体に関するものでもある。このような構造体の展張は、この種の１つ
あるいは２つ以上の装置によって制御される。
【０００３】
本発明は、宇宙船（人工衛星、宇宙探査用ロケットなど）に取り付けられた種々の機械構
造体の折りたたみ機構において好ましい適用を見出すことができる。しかしながら、他の
分野においても使用できる。なぜなら、機械構造体の展張や折りたたみは、構造体に組み
込まれた小型の装置によって高トルクおよび高振幅で制御されることが可能でなければな
らないからである。
【０００４】
【従来の技術】
宇宙船が発射されるときには、たとえば太陽電池、ラジエータ、あるいはアンテナなどの
決まった数の装備品を折りたたんだ状態にしておくことが必要である。実際、この形態は
発射によって生じる負荷に耐え、かつ発射装置上でそれら装備品に割り当てられた制限容
量を満足できるようになっている。このように折りたたんだ状態に維持できる装置は、一
般に“積層装置（stacking devices）”と呼ばれている。
【０００５】
それ故に、宇宙船が軌道に乗って、積層装置が解除された後に作動する展張制御装置を備
えていなければならない。
【０００６】
大抵の現存する展張制御装置は、予め力の加えられたバネあるいは電気モータを使用して
いる。
【０００７】
バネ式の折りたたみ機構が用いられている場合、展張終了時に相当の振動が発生し、宇宙
船に積み込まれた装置の機構に損害を与えたり、これら装置の機構を妨げたりするおそれ
がある。この欠点を克服するために、制御装置がバネ式制御装置にしばしば付加されてい
る。しかしながら、このことは機構の信頼性を低下させている。
【０００８】
電気モータが展張を制御するのに用いられている場合、モータの空間要求と関係する取付
空間の制約がある。更に、モータおよびモータの電気制御装置によって構成された装置は
、実質的に装置のコスト、結果として宇宙船のコストを増加させている。
【０００９】
仏国特許第 2 684 638 号公開公報には、双安定の形状記憶合金から作られたトーション
バネ、延長トルクプレートあるいは延長アームによって機械構造体の展張を機械化したも
のが開示されている。冶金組成における変化は、トーションバネ、延長トルクプレートあ
るいは延長アームの一端でモータ部を局所的に熱するか、もしくは、均等に、しかし制御
された方法で熱することにより得られる。固定装置は、機械構造体が最終的な展張形態に
達したとき、その構造体をその展張形態に維持するものである。
【００１０】
宇宙船の機械構造体の展張を制御するために、形状記憶合金で出来たモータ構成部品の使
用は、予め力の加えられたバネあるいは電気モータを使用することにより生じる不利益を
排除している。しかしながら、仏国特許第 2 684 638 号公開公報で主張されている解決
法には多くの問題点が含まれている。
【００１１】
このようにして、トーションバネが用いられている場合には、高い能力を生み出すととも
に、高い回転トルクを作り出す、重くてかさばるバネを用いる必要がある。
【００１２】
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モータ構成部品がプレート形態を有している場合、大きい展張角度を制御することは実質
的に不可能である。
【００１３】
結局、トルクアームの使用は、質量および占有した空間によって制限している機械的ギヤ
比を必要とする。
【００１４】
さらに、モータ構成部品の加熱が均一に行われる場合、仏国特許第 2 684 638 号公開公
報では、展張運動を制御するように加熱を誘導することを提案している。これは複雑かつ
コストのかかる制御電子工学を強いるものである。
【００１５】
また、モータ構成部品が一方で加熱される場合、この構成部品に沿う自然な熱伝達は、こ
のモータ構成部品の両端間の急激な温度勾配によって加熱装置のところで非常に高い温度
として表される。
【００１６】
最後に、所望の展張角度が達成された展張運動の終わりでこの機械構造体の展張が一般に
ロックされると仮定すれば、モータ構成部品によって発生したトルクはこの同じ構成部品
により持ちこたえられ、かつ停止位置に達した後にモータ構成部品を破壊してしまうおそ
れがある。この欠点はロックおよび加熱遮断が同時に行われる場合にのみ排除することが
できるが、それは装置およびその電子制御装置をより一層複雑化することになる。
【００１７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の主たる目的は、双安定の形状記憶合金からなるモータ構成部品によって、２つの
部材間の相対回転を制御を可能とするとともに、比較的少ない空間要求、重量およびコス
トで高い回転トルクが作り出されかつ大きい展張角度が達成できる装置を提供することで
ある。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、この結果は、与えられた軸線回りに互いについて連結された２つの部材
間の相対回転を制御するための装置によって得られる。この装置は、双安定の形状記憶合
金から作られ、前記軸線を中心とするとともに前記軸線に沿って離間した点で前記部材の
それぞれを連結するトーションバーと、前記合金の冶金構造における変化の結果、前記相
対回転の作動を生み出すバー加熱手段とを備え、前記トーションバーは、前記部材間で制
御される予め設定された相対角度よりも大きい、前記バー上の前記点の間の相対角度を作
り出すことができ、ストッパが前記予め設定された角度に前記部材間の相対回転の角度を
制限するのに設けられ、かつ前記予め定め設定された角度を越えて前記バー上の前記点の
間の超過相対回転を吸収するため、少なくとも１つの機械的ヒューズが前記トーションバ
ーと前記部材の第１部材との間に設けられていることを特徴とするものである。
【００１９】
特に狭い空間でかつ重量の維持が要求される場合、ねじれによって動く双安定の形状記憶
合金から作られたバーによって形成されたモータ構成部品の使用は、高い回転トルクを作
り出すことと大きい展張角度を達成することを可能にしている。弾性式展張装置と一緒に
使用される本発明による装置の場合（たとえば、いくつかのフラップを有する太陽電池の
いくつかの関節ラインがバネを使って機械化されているもの）において、さらなる伝達部
材（たとえば、プーリーおよび連結ケーブル）により双安定の形状記憶合金は、支持すべ
き折りたたみ機構内の残余物が破壊関節ラインの展張を助けることを可能にしている。さ
らに、トーションバーの加熱がトーションバーを制御あるいは案内することなく実施され
るので、複雑な電気制御装置を用いる必要はない。また、このように構成された制御装置
は、多大なる信頼性を有するとともに、操作および取付をするのに非常に簡単である。
【００２０】
さらに、機械的ヒューズおよびストッパにより２つの部材がストッパに当たったときトー
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ションバーによって作り出され続けるトルクを吸収できるようにしている。したがって、
ロックと熱の遮断とを同期させる必要なしにバーの元のままの状態が維持される。
【００２１】
好適に、前記機械的ヒューズは、前記トーションバーよりも小さい横断面のロッドであり
、前記軸線に沿って前記トーションバーに延在するとともに、前記トーションバーの両端
は回転自在にバーの一端と前記第１部材にそれぞれ連結されている。
【００２２】
バネのような弾性手段が有利には前記ロッドと前記第１部材との間に収容され、これによ
り前記第１部材を前記軸線に沿って前記トーションバーの方向に作用させるようにしてい
る。
【００２３】
軌道内での操作信頼性を確保するため、最終展張中に遭遇する摩擦点におけるヒューズの
早期破壊を避けるため、ヒューズは非常に抵抗のある部分によって発射前に取り替えるこ
とができる。
【００２４】
本発明の好ましい実施形態において、前記加熱手段は、前記トーションバーの長さ全体に
わたって配置され、自身の上に積み重ねられるとともに周リングによってそれぞれ固定さ
れる複数のヒータを備えている。
【００２５】
さらに、逆転防止ロック機構が、前記部材間の前記相対回転後に、逆転を防止するのに設
けられている。
【００２６】
本発明はまた、少なくとも１つの関節によって互いに連結されるとともに最初に積層形態
をとる少なくとも２つの部材と、前記関節内に設けられ、前記積層形態を少なくとも部分
的に展張した形態にすることができる、本発明による少なくとも１つの制御装置とを備え
る展張可能な機械構造体に関係するものである。
【００２７】
従来の折りたたみ機構の技術と比較して、オーバーサイズのバネと既に述べた有利な点を
さらに有したこの構成は、折りたたみ機械マージンにおいて考えられる増加（たとえば、
少なくとも４倍の増加）、すなわちエンジントルクと抵抗トルクとの間の比を可能として
いる。実際、かけられたトルクの値がいくらであっても装置の作動速度は非常に遅いので
、ロック時の振動は全くない。
【００２８】
前記展張可能な機械構造体が、少なくとも１つの関節によって互いに連結された少なくと
も３つの部材を備える場合、少なくとも１つの制御装置が前記関節の１つに設けられると
ともに、連動手段が前記関節を互いに連結することにより、前記制御装置の作動が前記構
造の全部材を展張形態に移動させている。
【００２９】
たとえば、宇宙船に積み込まれた構造体の移動段階において、このような展張可能な機械
構造体の少なくとも１つの最も外側の部材の部分展張が行われる場合、一番外側の部材の
部分展張を制御するため、少なくとも１つの第１制御装置は前記構造体の少なくとも１つ
の一番外側の部材を隣接する部材に連結する第１関節内に設けられている。また前記連動
手段を介して前記構造体を展張形態に展張するため、少なくとも１つの第２制御装置が前
記構造体の第２関節内に設けられている。
【００３０】
前記一番外側の部材の部分展張が前記第１制御装置によって制御されたときに係合可能と
されたプレイテイクアップ手段を介して、前記第２制御装置が前記構造体の前記一番外側
の部材に連結されている。
【００３１】
【発明の実施の形態】
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以下、本発明の好ましい一実施形態を添付した図面に基づいて説明する。本発明はこの実
施形態に限定されるものではない。
【００３２】
図１Ａないし図１Ｃは本発明による制御装置を非常に概略的に示したものである。この制
御装置は、支持固定された第１部材１０と軸線１４回りに回転する第２部材１２との間で
発生する高相対回転を許容する高トルクを誘発して作動するものである。
【００３３】
本発明による制御装置は主に、延長された円筒形状を有するとともに、双安定の形状記憶
合金から作られたトーションバー１６を備えている。このトーションバー１６は軸線１４
が中心となるように配置されており、この軸線回りに部材１０と部材１２との間の予め定
められた相対回転が制御される。
【００３４】
トーションバー１６の加熱手段が、装置の作動を制御するために設けられている。これら
加熱手段は、図１Ａに符号２４としてその概略を示している。これら加熱手段は図１Ｂお
よび図１Ｃには示していない。これら加熱手段２４は、以下図２に基づいて説明すること
にする。
【００３５】
トーションバー１６の第１端部は、固定された部材１０に回転可能に直接取り付けられて
いる。トーションバー１６の第２端部は、機械的ヒューズを介して可動性の部材１２に取
り付けられている。この機械的ヒューズの機能については後述する。
【００３６】
この機械的ヒューズは円筒形のロッド１８によって構成され、軸線１４を中心として配置
されているとともにトーションバー１６の延長上に配置されている。この円筒形のロッド
１８は、おおよそトーションバー１６よりも小さい横断面からなり、かつトルクがかけら
れた際にロッド１８がねじ曲げられるとともに必要な場合には破壊可能である、特に延性
を有する別の材料から作られている。
【００３７】
トーションバー１６と円筒形のロッド１８との隣接する端部は、連結支持プレート２０に
よって回転可能に互いに連結されている。円筒形のロッド１８の他端は部材１２に取り付
けられ、回転可能となっている。
【００３８】
部材１０と部材１２との間の相対的な回転は、図１Ａないし図１Ｃに符号２２としてその
概略を示すストッパによってある所定角度に制限される。このストッパは、本発明の範囲
から逸脱することなく、装置内部に設けることもできるし装置外部に設けることもできる
。
【００３９】
双安定の形状記憶合金からなるバー１６の使用は、合金の冶金構造における変化がバーの
加熱によって生じる間、ねじれがはたらいて、非常に大きい回転（１８０゜以上）が高ト
ルクで作り出されることを可能としている。それにもかかわらず、装置が占めていた質量
および空間は減少される。
【００４０】
バーの冶金組成変化温度を越えるようにバーが加熱手段２４によって加熱されると、ねじ
って予め手を加えておいたバー１６は、着実かつゆっくりと図１Ａに示す形状から図１Ｃ
に示す形状に回転する。
【００４１】
図１Ａは静止状態にある装置、すなわち加熱手段２４が作動する前の状態を示している。
そのとき、装置の温度はトーションバー１６が作られる合金の冶金組成変化温度よりも下
げられている。
【００４２】
（制御あるいは誘導されない）一定の加熱力が一様な加熱を与えるようにトーションバー
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１６全体に沿って配置された加熱手段２４を介してトーションバー１６に加えられるとき
、このバーは温度Ｔ０で冶金組成が変化し始めるとともにこの変化は温度Ｔ１で終了する
。これらの温度の値は、本質的に使用した双安定の形状記憶合金の性質によるものである
。
【００４３】
合金の冶金組成の変化開始温度Ｔ０に達すると、部材１０と部材１２との間の相対回転が
始まる。図１Ａないし図１Ｃに示すように、仮に部材１０が固定されているとするならば
、連結支持プレート２０、およびヒューズ１８を介してこの支持プレートに連結された部
材１２は、たとえば図１Ｂの矢印Ｆ１方向に、軸線１４まわりにゆっくりと回転し始める
。形状記憶合金の相変化が激しい吸熱性であると仮定すれば、トーションバー１６は加熱
手段２４によって与えられた温度の自然な増加に従ってバーのトルクを発生している。
【００４４】
実際上、トーションバー１６の最終的な位置（すなわち、合金の冶金変化が終了するとき
に達する最終的な相対回転角度）を単一でない製造場面において制御することは難しい。
それにまた、バーの形状回復を完全に再現することは事実上不可能である。この難題を克
服するため、最終的な相対回転角度が部材１０と部材１２との間を制御するのに要求され
ている予め設定された相対回転角度よりも（たとえば約１０゜だけ）大きいトーションバ
ー１６が使用される。
【００４５】
したがって、図１Ｂに示すように、部材１０と部材１２との間を制御するこの予め設定さ
れた相対回転角度が達成されても、部材１０に対する軸線１４まわりの連結支持プレート
２０の回転は完了していない。それゆえ、ストッパ２２の役割は、達成するのに要求され
ている予め設定された角度に部材１２と部材１４との間の相対回転を制限することである
。
【００４６】
図１Ｃの矢印Ｆ２で示すように、トーションバー１６を形成している合金の冶金変化の継
続は、両方が動かない部材１０および部材１２に対して軸線１４まわりに連結支持プレー
ト２０を回転させる影響を有している。ヒューズ１８の機能は、自身をねじることによっ
て図示した破壊が起こるまでバー１６によって作り出され続けるトルクを吸収することで
ある。ヒューズ１８が破壊した場合、スプリング（図示せず）のような弾性手段は開放さ
れた部品が適切な位置を維持するのを可能にしている。
【００４７】
したがって、その状況は部材１２がストッパ２２に支持されるようになった後に、トーシ
ョンバー１６によって作り出された超過トルクがトーションバー１６自身に伝達されるこ
とによって避けられる。よって、このバーを破壊する危険は排除されている。これは特に
、トーションバー１６がもし必要であれば修理あるいは再利用できるようにするものであ
る。
【００４８】
以下詳細に示すように、装置が作動した後に達したそれらの相対角度位置に部材１０と部
材１２とを維持するように、逆転防止ロック手段が有利に設けられている。
【００４９】
加熱手段２４の好ましい実施形態を図２に基づいて以下詳細に説明する。
【００５０】
この図に示すように、これら加熱手段２４はバー１６全体に沿って配置されるとともに、
このバー上に差し込まれた抵抗体２６によって構成された一組のヒータを備えている。各
ヒータ２６は周リング２８によって囲繞されるとともにバー１６に対してそれぞれ動かな
いよう保持されている。装置が作動する場合、これら周リングはヒータ２６がバー１６の
ねじれによって作り出された実質的なせん断応力に耐えられるようにするものである。
【００５１】
バー１６全体に沿って配置されたヒータ２６は、熱伝導によって一様な熱を与えることが
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できることに留意しなければならない。これは、加熱中における実質的な温度勾配の形成
、およびそのような温度勾配が存在することにより生じる大きな内部応力の誘発を避ける
ことができるようにすることである。これらヒータ２６によって与えられた均一な熱伝導
加熱はまた、加熱の持続期間を最適化する間、（バー端部での）熱伝導損失および放射損
失に対して操作の感度を最小にする十分な力をもたらすことができるようにされている。
【００５２】
加熱手段２４の信頼性を向上させるため、これらヒータ２６を並列で接続すると有利であ
る。これらヒータ２６の１つあるいは２つ以上が不調となったとしても、装置は不具合の
ないヒータによって作動させることができる。
【００５３】
以下、図３ないし図９Ｂに基づいて本発明による相対回転制御装置の宇宙船に取り付けら
れた太陽電池への利用の一例を説明する。
【００５４】
図３ないし図５に概略を示す実施形態において、太陽電池は蛇腹形態で互いに連結された
４枚のフラップ５０，５１，５２，５３を備えている。
【００５５】
より正確には、隣接するフラップの各組は、２つの同軸継手によって連結されている。し
たがって、一番外側のフラップ５０は２つの関節５４，５５によって隣接するフラップ５
１に連結されている。また、フラップ５１は２つの関節５６，５７によって隣接するフラ
ップ５２に連結されている。さらに、フラップ５２は２つの関節５８，５９によって一番
内側のフラップ５３に連結されている。
【００５６】
このようにして組み立てられた太陽電池と人工衛星などの構造体６０（図４および図５）
との間の連結は、トラペジウム形の部材６１によってなされている。この部材６１は一般
に翼根関節と呼ばれるものであり、一方が２つの関節６２，６３によってフラップ５３に
関節式に連結されるとともに、他方が関節６４によって宇宙船などの構造体６０に関節式
に連結されるものである。
【００５７】
フラップ５０～５３を連結する関節・部材６１・構造体６０は、回動軸を平行に規定する
とともに、フラップ５０～５３および部材６１が互いの上にかつ宇宙船の構造体６０に対
して折り重なるように折りたたまれた図４に示すような折りたたみ格納形態から、フラッ
プ５０～５３および部材６１が全て同一平面上に置かれ、宇宙船の構造体６０の隣接する
面に対して垂直となる図３に示す完全展張形態に動かすことができるように配置されてい
る。
【００５８】
図示した実施形態において、フラップ５０とフラップ５１とを連結する一方の関節５４内
に本発明による第１制御装置が設けられている。これにより、太陽電池を図４に示すよう
な完全に折りたたまれた格納形態から図５に示すような部分的に展張された移動形態に動
かすことができる。この部分的に展張された形態において、フラップ５１，５２，５３お
よび部材６１は構造体６０に対して完全に折りたたまれたままの状態であり、かつ一番外
側のフラップ５０は隣接するフラップ５１に対して約９０゜で展張されている。
【００５９】
さらに、フラップ５０とフラップ５１とを連結する他方の関節に本発明による第２制御装
置が設けられている。これにより、図５に示すような部分的に展張された移動形態から図
３に示すような完全に展張された形態への太陽電池の移動を制御するようにしている。
【００６０】
連動手段は異なる関節を連結するものである。これによりフラップ５０の９０゜から１８
０゜への展張と同時に、フラップ５１，５２，５３の０゜から１８０゜への展張および部
材６１の０゜から９０゜への展張が行われる。これら連動手段を概略的に図４に示す。そ
れらはたとえば、関節５５，５６と結合されたプーリに取り付けられた第１のケーブル６
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５、関節５７，５８と結合されたプーリに取り付けられた第２のケーブル６６、関節５９
，６２と結合されたプーリに取り付けられた第３のケーブル６７、および関節６３，６４
と結合されたプーリに取り付けられた第４のケーブル６８といった公知の手段を備えてい
る。
【００６１】
以下、図６に基づいて関節５４をより詳細に説明する。
【００６２】
この関節５４は、図において符号６９ａで示した、本発明による第１相対回転制御装置を
備えている。
【００６３】
関節５４，５５の軸線１４を中心として設けた双安定の形状記憶合金のトーションバーを
符号１６ａとして示す。バー１６ａの長さ全体にわたって取り付けられた加熱手段はまた
符号２４ａとして示している。
【００６４】
エンド部材３０ａは、トーションバー１６ａの第１端部を、フラップ５１に固定されて設
けられた雌クレビス３２ａに回転自在に連結するものである。この雌クレビス３２ａは、
軸線１４に沿って配置されたジャーナル４８ａを介してフラップ５０に固定された雄クレ
ビス４６ａを支持するものである。
【００６５】
これと反対側において、トーションバー１６ａは、連結支持プレート２０ａ・ヒューズ１
８ａ・ピストン３６ａで１つの部材を形成する部材３４ａによって軸線１４に沿って延在
されている。
【００６６】
ピストン３６ａはフラップ５０の取付部４４ａに固定されたエンド部材３８ａに機械加工
された止まり穴３９ａ内に収容されている。さらに詳しく言えば、ピストン３６ａはエン
ド部材３８ａに回転可能に連結されるとともに、軸線１４に沿って並進移動可能となって
いる。圧縮バネ４０ａは、ピストン３６ａとエンド部材３８ａに機械加工された止まり穴
の底部との間に収容されている。このバネ４０ａは、万が一ヒューズ１８ａが破損したと
しても、制御装置６９ａの別の部材がその場所に維持させることを可能にするものである
。
【００６７】
円筒形のカウリング４２ａは、制御装置６９ａの長さ方向全体にわたって制御装置を同軸
的に囲繞するものである。このカウリング４２ａは、一方の端部で取付部４４ａに固定さ
れているとともに、他方の端部でエンド部材３０ａの中心と中心が合うように取り付けら
れている。
【００６８】
図７は太陽電池のフラップ５０とフラップ５１との間に介在された第２関節５５を示して
いる。この第２関節５５は、符号６９ｂで示した本発明による第２制御装置を備えている
。
【００６９】
制御装置６９ｂの双安定の形状記憶合金からなるトーションバー１６ｂおよびこのバーの
加熱手段２４ｂを図７に示す。トーションバー１６ｂの中心はまた、関節５４，５５に共
通の軸線１４の中心と一致されている。
【００７０】
エンド部材３０ｂはトーションバー１６ｂの第１端部をディスク３１ｂに回転可能に連結
するものである。このディスクはフラップ５１に固定された取付部３２ｂの中心に置かれ
ている。
【００７１】
これと反対側において、トーションバー１６ｂは、連結支持プレート２０ｂ・ヒューズ１
８ｂ・ピストン３６ｂで１つの部材を形成する部材３４ｂによって軸線１４に沿って延在
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されている。
【００７２】
ピストン３６ｂはフラップ５０に取り付けられた雌クレビス４４ｂに固定されたエンド部
材３８ｂに機械加工された止まり穴３９ｂ内に収容されている。さらに詳しく言えば、ピ
ストン３６ｂはエンド部材３８ｂに回転可能に連結されるとともに、軸線１４に沿って並
進自在となっている。圧縮バネ４０ｂは、ピストン３６ｂと止まり穴３９ｂの底部との間
に収容されている。このバネ４０ｂは、ヒューズ１８ｂが破損したとしても制御装置６９
ｂの別の部材がその場所に維持させることを可能にするものである。
【００７３】
雌クレビス４４ｂは、軸線１４に沿って配置されたジャーナル４８ｂを介してフラップ５
１に固定された雄クレビス３３ｂを支持するものである。このジャーナル４８ｂはプーリ
３５を支持しており、このプーリ上には前述した連動手段のケーブル６５が通っている。
【００７４】
円筒形のカウリング４２ｂは、制御装置６９ｂの長さ方向全体にわたって制御装置を同軸
的に囲繞するものである。このカウリング４２ｂは、一方の端部でエンド部材３８ｂに固
定されているとともに、他方の端部でエンド部材３０ｂの中心と中心が合うように取り付
けられている。
【００７５】
関節５５はまた、図６の第１制御装置６９ａの作動中、パネル５０の部分展開を９０゜に
制限するストッパとして作用するプレイテイクアップ手段７０を備えている。言いかえれ
ば、このプレイテイクアップ手段７０は、制御装置６９ａにおいて図１Ａないし図１Ｃに
示すストッパ２２の機能を果たすものである。
【００７６】
このプレイテイクアップ手段７０の機能は、図５に示す部分展張が完了するまでフラップ
５１に対してフラップ５０が自由に回転できるようにするとともに、太陽電池の完全な展
張が装置６９ｂによって制御されるときにこれら２つのフラップ５０，５１の係合を与え
ることである。
【００７７】
これらプレイテイクアップ手段７０は、ディスク３１ｂと太陽電池のフラップ５１に固定
された取付部３２ｂとの間に介在されている。それらは取付部７２に形成されたハウジン
グ７６内にキー７４を備えている。このキーはエンド部材３０ｂと反対側のディスク３１
ｂの表面に突出するものである。キー７４は、トーションバー１６ｂ・部材３４ｂ・エン
ド部材３８ｂ・雌クレビス４４ｂを介してフラップ５０に回転自在に連結されている。
【００７８】
図８Ａないし図８Ｃにより詳細に示すように、ハウジング７６の形状はキー７４と取付部
７２との間の相対回動がフラップ５０の展張方向、この場合９０゜に制限されるように形
成されている。図８Ａに示す最初の折りたたまれた形態において、キー７４はフラップ５
０と平行な方向に向けられている。部分展張は図６に示す装置６９ａの作動によって制御
されながら行われるので、キーが図８Ｃに示したグルーブ７６の停止面７８に当たるまで
、キー７４はフラップ５０とともにグルーブ７６内で回転する。制御装置６９ｂが作動さ
えしていなければ、フラップ５０のさらなる回転は防止される。つぎに、制御装置６９ａ
のトーションバー１６ａによって作り出され続けるトルクを吸収するため、図６に示す制
御装置６９ａのヒューズが作動する。
【００７９】
図９Ａおよび図９Ｂに関節６９ａ，６９ｂのそれぞれに取り付けられた逆転防止ロック手
段を概略的に示す。これら逆転防止ロック手段は、当業者に公知のロック手段で構成する
ことができる。したがって、このロック手段は図９Ａおよび図９Ｂに示すものに限定され
るものではない。
【００８０】
さらに、図７の関節５５について述べたことは同様に、図６の関節５４に置き換えること
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ができる（逆転防止ロック手段は９０゜の回転の後、１８０゜に達するまで行われる）。
【００８１】
関節の固定されたフラップ５１に連結されたクレビス３３ｂは、軸線１４に中心をおいた
ガイド８０を備えている。保持部８２は、クレビス４４ｂの軸８３によって結合され、関
節の移動フラップ５０に連結されるとともに、その軸８３内に設けられたトーションバネ
（図示せず）によってガイド８０との当接が維持されるものである。保持部８２は、ガイ
ド８０同様クレビス３３ｂに取り付けられた機械的ストッパ８６と対向して位置させるこ
とができるラッチ８４を移動させるものである。
【００８２】
ガイド８０は、所望の展張角度（ここでは１８０゜）と一致するガイド８０の周辺部分８
０ａ上に、関節の軸線１４に中心を置く円筒形状を有している。保持部８２がガイド８０
の円筒部８０ａと当接している間は、ラッチ８４は関節の軸線から隔てられているととも
に逆転は可能である。
【００８３】
この円筒部８０ａを過ぎたところに、ガイド８０は中空部８０ｂを備えている。本発明に
よる装置６９ａ，６９ｂによって順次制御された２つの部材間の相対回転の結果、保持部
８２がこの中空部８０ｂと対向する位置に達するとき、保持部の軸内に設けられたトーシ
ョンバネの作用により、保持部８２は開放されるとともに関節の軸線の方に向かって回動
する。ついで、ラッチ８４は機械的ストッパ８６と対向する位置に達し、その結果２つの
フラップ５０，５１間の逆方向への相対回動は不可能となる。
【００８４】
実際、ガイド８０の中空部８０ｂの開始点は、２つのフラップが所望の角度から互いに対
して回動した正確な時点で保持部８２の回動が起こるように位置決めされている。つぎに
、これは図９Ｂに示す展張形態となる。
【００８５】
図３ないし図５の太陽電池の説明を終えるにあたり、本発明による制御装置を備えていな
い関節を低いモータトルクを与えるバネに設けることができることに気づく。こうするこ
とにより、ロック時の振動を許容され得るレベルに制限できるとともに、翼根関節６４に
対して９０゜での関節のロックおよび内側フラップの関節５６～５９，６２，６３に対し
て１８０゜でのロックを保証できる。
【００８６】
上述した実施形態における太陽電池の部分展張および完全展張は、以下の手順で行われる
。
【００８７】
一番外側のフラップ５０の部分展張が移動段階で制御されようとする場合には、このフラ
ップの積層装置（図示せず）が解除される。ついで、関節５４内に設けられた制御装置６
９ａが作動される。合金から作られた装置６９ａのトーションバー１６ａの温度が冶金変
化温度に達すると、フラップ５０は徐々に９０゜まで開く。そして、図９Ａおよび図９Ｂ
に基づく例として説明したような逆転防止ロック手段が関節５４のそれぞれにおいて自動
的に作動する。
【００８８】
同時に、フラップ連動手段（ケーブル６５～６８およびこれらに対応したプーリ）は、各
関節に固有のキャッチ（図示せず）によってロックされている。
【００８９】
太陽電池の一番外側のフラップ５０の９０゜への部分展張段階中、キー７４がグルーブ７
６の端面７８に当たって止まるまで関節５５に取り付けられた第２制御装置６９ｂは取付
部３２ｂ内で自由に回転する。ついで、９０゜まで進められた制御装置６９ｂは、支持体
によってフラップ５０を９０゜に維持するのに関与するとともに制御装置６９ａを固定す
る。
【００９０】
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装置６９ａのトーションバー１６ａがフラップ５０と係合することなく仕込み値（たとえ
ば、約１００゜）まで回転を続けるように、制御装置６９ａに取り付けられたヒューズ１
８ａは自身が壊れるかもしれないところまで作動する。
【００９１】
折りたたみ機構の緩慢さは、フラップ５０が震動なしで、折りたたみ機構において非常に
実質的な余裕を備えて開きかつ９０゜にロックできるようにしている（モータトルク／抵
抗トルク≧５）。
【００９２】
太陽電池の完全展張が制御されようとするとき、第２積層装置（図示せず）が解除される
とともに、第２制御装置６９ｂが作動される。この作動の結果、フラップ５０～５３およ
び部材６１は連動手段により同期して開くとともに、制御装置６９ｂのトーションバー１
６ｂを形成する形状記憶合金によって与えられた非常に遅い回転により非常にゆっくりと
開く。連動手段は、フラップ５０が９０゜から１８０゜に開くと同時に他のフラップ５１
～５３を０゜から１８０゜に開きかつベース部６１を０゜から９０゜に回動させるように
構成されたものである。
【００９３】
ついで、太陽電池全体は図９Ａおよび図９Ｂに基づいて説明した装置と同じ装置の作動と
、図１Ａないし図１Ｃのストッパ２２の形状を有するストッパとによってロックされる。
このとき、第２制御装置６９ｂの形状記憶合金トーションバー１６ｂによって加えられ続
けるトルクは、この第２装置のヒューズ１８ｂに伝達される。したがって、回転制御はフ
ラップが係合することなく、ヒューズ１８ｂが破壊されるかもしれない約１００゜のバー
仕込み値まで続けられる。この場合においても、折りたたみ機構の緩慢さは、太陽電池が
震動なしでかつ非常に実質的な折りたたみ機構の余裕を備えて展張形態に完全に開くとと
もにロックできるようにしている。関節線失敗の場合において、この余裕は展張を確実な
ものにするのに使用可能である。
【００９４】
各制御装置６９ａ，６９ｂは、たとえば各関節５４，５５内に交互に２つの制御装置取り
付けることによって簡単に２倍に増やすことができる。これにより、制御されるべき２つ
の展張位置（部分展張および完全展張）におけるそれぞれの信頼性が確保される。
【００９５】
本発明は図３ないし図９Ｂに基づいて説明してきた実施形態に制限されるものでないこと
は明らかである。したがって、展張されるべき構造部材の数に制限はなく、かつ展張制御
装置は構造体の別の関節に取り付けることもできる。よって、特に展張されるべき構造体
が移動段階において部分展張を必要としないとき、本発明による単一の制御装置を翼根関
節６４に取り付けることができる。
【００９６】
さらに、本発明による制御装置が宇宙船に取り付けられた付属物あるいは他の機械的に展
張可能な構造体を開くのに使用できることは言うまでもない。
【００９７】
最後に、形状記憶合金バーが機械的組成を有していることにより、基礎実験の後、装置が
基準位置で予め修理されていないなら、装置内への取り付けは不可能となる。この取り付
けは特にバーの両端に不完全な六角形のような幾何学形状を与えることによって得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による制御装置の斜視図であって、（Ａ）は最初の状態、（Ｂ）は制御
されるべき相対回転の所定角度に達したときの状態、（Ｃ）は装置の作動終了の状態を示
す図である。
【図２】　図１の制御装置のトーションバーに設けられる加熱手段の取付をより詳細に示
す斜視図である。
【図３】　宇宙船の展張制御が本発明による２つの制御装置を介して２つの段階に設けら
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【図４】　図３の太陽電池が折りたたまれた格納位置ある状態を示す側面図である。
【図５】　太陽電池が部分的に展張した移動形態に状態を示す側面図である。
【図６】　図４ないし図６の太陽電池の継手部を示す部分縦断面図であって、その継手部
内に図５の部分的展張形態に太陽電池を移動させるよう構成された第１の制御装置が設け
られている状態を示す図である。
【図７】　太陽電池の第２の継手部を示す縦断面図であって、その継手部内に図３に示す
完全展張状態に太陽電池を移動させるのに使用された本発明による第２の制御装置が設け
られている状態を示す図である。
【図８】　図８の第２の制御装置の端面図であって、プレイテイクアップ手段がこの装置
に取り付けられ、太陽電池の折りたたまれた形態から図５の部分展張形態までの状態を示
す図である。
【図９】　図６および図７の制御装置のそれぞれに取り付けられた逆転防止ロック手段を
示す図であって、（Ａ）は最初のロックされていない形態を示し、（Ｂ）は所望の相対回
転が達成されたときのロックされた形態を示す図である。
【符号の説明】
１０　　部材
１２　　部材
１４　　軸線
１６　　トーションバー
１８　　機械的ヒューズ
２２　　ストッパ
２４　　加熱手段
２６　　ヒータ
２８　　周リング
４０　　弾性手段
５０　　フラップ（部材）
５１　　フラップ（部材）
５２　　フラップ（部材）
５３　　フラップ（部材）
５４　　関節
５５　　関節
５６　　関節
５７　　関節
５８　　関節
６５　　ケーブル（連動手段）
６６　　ケーブル（連動手段）
６７　　ケーブル（連動手段）
６８　　ケーブル（連動手段）
６９ａ　第１制御装置
６９ｂ　第２制御装置
７０　　プレイテイクアップ手段
８０　　逆転防止ロック機構
８２　　逆転防止ロック機構
８４　　逆転防止ロック機構
８６　　逆転防止ロック機構
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